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指導検査基準（指定介護予防訪問リハビリテーション事業） 

事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

第１ 基本方針  

 

 

 

 

 

第２ 人員に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基本方針 

指定介護予防訪問リハビリテーションの事業は、利用者が可能な限り居宅において、自立した

日常生活を営むことができるよう、利用者の居宅において、理学療法、作業療法その他必要なリ

ハビリテーションを行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活

機能の維持又は向上を目指すものとなっているか。 

 

１ 従業者の配置の基準 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

ごとに、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たる従業者を規則で定める基準により

置いているか。 

 (１) 医師 

    １人以上配置しているか。 

  また、常勤であるか。 

   なお、指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が法115条の11の規定により準用される法第

72条第１項の規定により法第53条第１項本文の指定があったものとみなされた介護老人保健施

設又は介護医療院である場合については、都条例第42号第４条又は都条例第51号第４条に規定

する人員に関する基準を満たすことをもって、基準を満たしているものとみなす。 

 (２) 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 

  １人以上配置しているか。 

なお、指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指

定を併せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーシ

ョンの事業とが同一の事業所において一体的に運営される場合は、都条例第111号第80条第１項

 

都条例第112号第78条 

 

 

 

 

 

都条例第112号第79条第１

項 

 

 

都規則第142号第14条第１

項第１号 

都規則第142号第14条第２

項 

都規則第142号第14条第３

項 

 

 

都規則第142号第14条第１

項第２号 

都条例第79条第２項 
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

第３ 設備に関する基準 

 

 

 

  

 

 

 

 

第４ 運営に関する基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に規定する人員に関する人員に関する基準を満たすことをもって、基準を満たすものとみなす。 

 

１ 設備及び備品等 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所は、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に

おいて、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるとともに、指定介護予防訪問

リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えているか。 

なお、指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定訪問リハビリテーション事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業と指定訪問リハビリテーションの事業と

が同一の事業所において一体的に運営される場合は、都条例第111号第81条第１項に規定する設備に関

する基準を満たすことをもって、基準を満たすものとみなす。 

 

１ 管理者の責務 

（１）管理者は、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者の管理及び指定介護

予防訪問リハビリテーションの利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管

理を一元的に行っているか。 

（２）管理者は、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者に都条例第 112 号「第

５章第４節 運営に関する基準」及び「第５章第５節 介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準」の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行っているか。 

 

２ 運営規程 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、各指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所において、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程（以下「運営規程」という）

を定めているか。 

（１）事業の目的及び運営の方針  

 

 

 

都条例第112号第80条第１

項 

 

 

都条例第112号第80条第２

項 

 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第51条第１項） 

 

都条例第112号第84条（準

用第51条第２項） 

 

 

 

都条例第112号第81条 
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容  

（３）営業日及び営業時間  

（４）指定介護予防訪問リハビリテーションの利用料及びその他の費用の額 

（５）通常の事業の実施地域  

（６）虐待防止のための措置に関する事項 

（７）その他運営に関する重要事項  

 

３ 勤務体制の確保等 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対し、適切な指定介護予防訪問リ

ハビリテーションを提供することができるよう、各指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の勤務の体制を定めているか。  

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、各指定介護予防訪問リハビリテーション

事業所において、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法

士又は言語聴覚士によって指定介護予防訪問リハビリテーションを提供しているか。 

（３）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

の資質向上のための研修の機会を確保しているか。 

（４）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、適切な指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョンの提供を確保する観点から、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの又は性的な言動により理学療法士、作業療法士

又は言語聴覚士の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化の必要な措置を

講じているか。 

 

４ 業務継続計画の策定等 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利

 

 

 

 

 

 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第52条の２第１項） 

 

都条例第112号第84条（準

用第52条の２第２項） 

 

都条例第112号第84条（準

用第52条の２第３項） 

都条例第 112号第 84条

（準用67条の２の第４

項） 

 

 

 

 

都条例第112号84条（準用
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用者に対する指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を継続的に行い、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業

務計画に従い必要な措置を講じているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施して

いるか。 

 

（３）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、

必要に応じて業務継続計画の変更を行っているか。 

 

５ 内容及び手続の説明及び同意 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提

供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、理学療法士、

作業療法士又は言語聴覚士の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認め

られる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 

（２）文書は、わかりやすいものとなっているか。 

 

 

６ 提供拒否の禁止 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、正当な理由なく、指定介護予防訪問リハビリ

テーションの提供を拒んでいないか。 

  特に、要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否していないか。 

 

第52条の２の第２号第１

項） 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の２の第２号第２

項） 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の２の第２号第３

項） 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の３） 

 

 

 

条例施行要領第三の四の３

の(5)（準用第三の一の３の

（6）） 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の４） 

条例施行要領第三の四の３

の(5)（準用第三の一の３の
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ サービス提供困難時の対応 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、当該指定介護予防訪問リハビリテーション事

業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら必要な指定介護予防訪問リハビ

リテーションを提供することが困難であると認める場合は、当該利用申込者に係る介護予防支援

事業者への連絡、他の指定介護予防訪問リハビリテーション事業者等の紹介その他の必要な措置

を速やかに講じているか。 

 

８ 受給資格等の確認 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提

供の開始に際し、利用者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要支援認定の有無及

び要支援認定の有効期間を確認しているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、被保険者証に認定審査会意見が記載されて

いるときは、当該認定審査会意見に配慮して、指定介護予防訪問リハビリテーションを提供す

るよう努めているか。 

 

９ 要支援認定の申請に係る援助 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、要支援認定の申請をしていないことにより

要支援認定を受けていない利用申込者に対しては、当該利用申込者の意思を踏まえて速やかに

当該申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、介護予防支援（これに相当するサービスを

含む。）が利用者に対して行われていない等の場合に必要と認めるときは、当該利用者の受け

ている要支援認定の更新の申請が、遅くとも当該要支援認定の有効期間の満了日の30日前まで

に行われるよう必要な援助を行っているか。 

（7）） 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の５） 

 

 

 

 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の６第１項） 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の６第２項） 

 

 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の７第１項） 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の７第２項） 

 

 



 6

事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１０ 心身の状況、病歴等の把握 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

に当たっては、利用者に係るサービス担当者会議等を通じて、当該利用者の心身の状況、病歴、

置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 

 

１１ 介護予防支援事業者等との連携 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提

供に当たっては、介護予防支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者

との密接な連携に努めているか。  

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提

供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、主治の医師及

び当該利用者に係る介護予防支援事業者に対する情報の提供並びに保健医療サービス又は福

祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 

 

１２ 介護予防サービス費の受給の援助 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの提供

の開始に際しては、利用申込者が法施行規則第83条の９各号のいずれにも該当しないときは、当

該利用申込者又はその家族に対し、介護予防サービス計画の作成を介護予防支援事業者に依頼す

る旨の区市町村への届出等により、介護予防サービス費の受給が可能となる旨の説明、介護予防

支援事業者に関する情報の提供その他の介護予防サービス費の受給のための必要な援助を行って

いるか。 

 

１３ 介護予防サービス計画に沿ったサービスの提供 

 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の８） 

 

 

 

都条例第112号84条（準用

第69条第１項） 

 

都条例第112号84条（準用

第69条第２項） 

 

 

 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の10） 
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、介護予防サービス計画が作成されている場合

は、当該計画に沿った指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を行っているか。 

 

１４ 介護予防サービス計画等の変更の援助 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者が介護予防サービス計画の変更を希望

する場合は、当該利用者に係る介護予防支援事業者への連絡その他の必要な援助を行っているか。 

 

１５ 身分を証する書類の携行 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士

に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたとき

は、これを提示すべき旨を指導しているか。 

 

１６ サービスの提供の記録 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションを提

供した際には、当該指定介護予防訪問リハビリテーションの提供日及び内容、当該指定介護予

防訪問リハビリテーションについて法第53条第４項の規定により利用者に代わって支払を受

ける介護予防サービス費の額その他必要な事項を、当該利用者に係る介護予防サービス計画を

記載した書面又はこれに準ずる書面に記載しているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションを提供し

た際には、提供したサービスの具体的な内容等を記録するとともに、利用者からの申出があった場

合には、文書の交付その他適切な方法により、当該事項に係る情報を当該利用者に提供しているか。 

 

１７ 利用料等の受領 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当する指定介

都条例第112号84条（準用

第52条の11） 

 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の12） 

 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の13） 

 

 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の14第１項） 

 

 

 

都条例第112号84条（準用

第52条の14第２項） 

 

 

 

都条例第112号第82条第１



 8

事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

護予防訪問リハビリテーションを提供した際には、利用者から利用料の一部として、当該指

定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額から当該指定介護予

防訪問リハビリテーション事業者に支払われる介護予防サービス費の額を控除して得た額の

支払いを受けているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定

介護予防訪問リハビリテーションを提供した際に利用者から支払を受ける利用料の額及び指

定介護予防訪問リハビリテーションに係る介護予防サービス費用基準額と、健康保険法（大

正11年4月22日法律第70号）第63条第１項又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和57年8

月17日法律第80号）第64条第１項に規定する療養の給付のうち指定介護予防訪問リハビリテ

ーションに相当するものに要する費用の額との間に、不合理な差額が生じないようにしてい

るか。 

（３）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、（１）及び（２）に定める場合において

利用者から支払を受ける額のほか、利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域の

居宅において指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、それに要した交通費の

額の支払を当該利用者から適正に受けているか。 

（４）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、（３）の交通費の額に係るサービスの提

供に当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用に

ついて説明を行い、当該利用者の同意を得ているか。 

（５）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションそ

の他のサービスの提供に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした居宅要支

援被保険者に対し、厚生省令第36号第85条において準用する同規則第65条で定めるところに

より、領収証を交付しているか。 

（６）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法第53条第７項において準用する法第41

条第８項の規定により交付しなければならない領収証に、指定介護予防訪問リハビリテーシ

項 

 

 

 

都条例第112号第82条第２

項 

 

 

 

 

 

都条例第112号第82条第３

項 

 

 

都条例第112号第82条第４

項 

 

法第53条第7項（準用第41条

第8項） 

 

 

厚生省令第36号第85条（準

用第65条） 



 9

事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ョンについて居宅要支援被保険者から支払を受けた費用の額のうち、法第53条第２項第１号

又は第２号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に当

該指定介護予防訪問リハビリテーションに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介

護予防訪問リハビリテーションに要した費用の額とする。）に係るもの及びその他の費用の

額を区分して記載し、当該その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して

記載しているか。 

 

１８ 保険給付の申請に必要となる証明書の交付 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、法定代理受領サービスに該当しない指定介護

予防訪問リハビリテーションに係る利用料の支払を受けた場合は、当該指定介護予防訪問リハビ

リテーションの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利

用者に対して交付しているか。 

 

１９ 利用者に関する区市町村への通知 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者が正当な理由なく、指定介護予防訪問

リハビリテーションの利用に関する指示に従わないことにより、要支援状態の程度を増進させ、

若しくは要介護状態になったと認められる場合又は偽りその他不正の行為によって保険給付を受

け、若しくは受けようとした場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を区市町村に通知している

か。 

 

２０ 衛生管理等 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の

清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行っているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

 

 

 

 

 

 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第53条の２） 

 

 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第53条の３） 

 

 

 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第54条の２第１項） 

都条例第112号第84条（準
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めているか。 

（３）指定介護予防訪問看護事業者は、指定介護予防訪問看護事業所において感染症が発生し、

又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じているか。 

   ア 感染症の予防及びまん延の防止に係る対策を検討するための感染症対策委員会その他

の委員会をおおむね六月に一回以上開催するとともに、その結果について、看護師等に

十分に周知しているか。 

   イ 感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備しているか。 

 

 

   ウ 看護師等に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施

しているか。 

 

（４）アの委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 

 

２１ 掲示 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーション事業

所の見やすい場所に、運営規程の概要、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士の勤務体制そ

の他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。 

（２）指定介護予防訪問看護事業者は、前項に規定する事項を記載した書面を指定介護予防訪問

看護事業所に備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示にかえることができる。 

（３）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、原則として、重要事項をウェブサイトに

掲載しなければならない。 

 

用第54条の２第２項） 

都条例第112号第84条（準

用第54条の２第３項） 

都条例第112号施行規則

第14条の２の第１項第

１号 

都条例第112号施行規則

第１４条の２の第１項

第２号 

都条例112号施行規則第

14条の２の第１項第３

号 

都条例112号施行規則第

14条の２の第２項 

 

都条例112号第84条（準用

第54条の３） 

 

都条例112号84条（準用

第54条の３の第２項） 

 

都条例第111号第88条（準用

第33条第３項） 
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２２ 秘密保持等 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の従業者は、正当な理由なく、その業務

上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者であった者が、正当な理由なく、

その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を

講じているか。 

（３）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、サービス担当者会議等において、利

用者の個人情報を用いる場合にあっては当該利用者の同意を、利用者の家族の個人情報

を用いる場合にあっては当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ているか。 

 

２３ 介護予防支援事業者に対する利益供与の禁止 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、介護予防支援事業者又はその従業者に対し、

利用者に特定の事業者によるサービスを利用させることの対償として、金品その他の財産上の利

益を供与していないか。 

 

２４ 苦情処理 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者及びその家族からの指定介護予防訪

問リハビリテーションに関する苦情に迅速かつ適切に対応するために、窓口の設置その他の必要

な措置を講じているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、（１）の苦情を受け付けた場合は、当該苦情

の内容等を記録しているか。 

（３）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、提供した指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンに関し、法第23条の規定による区市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又

は当該区市町村の職員が行う質問若しくは照会に応じるとともに、利用者からの苦情に関して区

 

都条例第112号第84条（準

用第54条の４第１項） 

都条例第112号第84条（準

用第54条の４第２項） 

 

都条例第112号第84条（準

用第54条の４第３項） 

 

 

 

都条例112号第84条（準用

第54条の６） 

 

 

 

都条例112号第84条（準用

第54条の７第１項） 

 

都条例112号第84条（準用

第54条の７第２項） 

都条例112号第84条（準用

第54条の７第３項） 
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市町村が行う調査に協力し、当該区市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言

に従って必要な改善を行っているか。この場合において、当該区市町村からの求めがあったとき

は、当該改善の内容を報告しているか。 

（４）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、提供した指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンに関する利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う法第176条第１項第３号の

規定による調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の規定による指導又は助

言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。この場合において、

当該国民健康保険団体連合会からの求めがあったときは、当該改善の内容を報告しているか。 

 

２５ 地域との連携等 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業の

運営に当たっては、区市町村が実施する社会福祉に関する事業に協力するよう努めているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーション事

業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定介護予防訪問リハビリテー

ションを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以外の者に対しても指定介護予防訪

問リハビリテーションの提供を行うよう努めているか。 

 

２６事故発生時の対応 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテ

ーションの提供により事故が発生した場合は、速やかに区市町村、当該利用者の家族、当該利用

者に係る介護予防支援事業者等に連絡を行うとともに、当該事故の状況及び処置についての記録

その他必要な措置を講じているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリテ

ーションの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行っているか。 

 

 

 

都条例112号第84条（準用

第54条の7第４項） 

 

 

 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第54条の８） 

都条例第112号第84条（準

用第54条の８の第２項） 

 

 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第54条の９第１項） 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第54条の９第２項） 
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２７ 虐待の防止 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、虐待の発生及び再発を防止するため、次

に掲げる措置を講じているか。 

  ア 虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果

について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に十分周知しているか。 

 

  イ 虐待防止のための指針を整備しているか。 

 

 

  ウ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実

施しているか。 

 

  エ アからウに掲げる措置を適正に実施するための担当者を置いているか。 

 

 

（２）アの委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができる。 

 

 

２８ 会計の区分 

  指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、各指定介護予防訪問リハビリテーション事業所

において経理を区分するとともに、指定介護予防訪問リハビリテーションの事業の会計とその他の

事業の会計とを区分しているか。 

 

 

 

都条例第112号第84条（準

用第54条の９の２） 

都条例第112号施行規則第

14条の２（準用第９条の３

の第１項第１号） 

都条例第112号施行規則

第14条の２（準用第９条

の３の第１項第２号） 

都条例第112号施行規則

第14条の２（準用第９条

の３の第１項第３号） 

都条例第112号施行規則

第14条の２（準用第９条

の３の第１項第４号） 

都条例第112号施行規則

第14条の２（準用第９条

の３の第２項） 

 

都条例第112号第84条（準

用第54条の10） 
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５ 介護予防のための

効果的な支援の方法

に関する基準 

   

２９ 記録の整備 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を

整備しているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定介護予防訪問リハビリ

テーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から２年間保

存しているか。 

なお、「その終了の日」とは、個々の利用者につき、契約終了（契約の解約・解除、他の施

設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等）により一連のサービス提供が終了した日として

いるか。 

ア 介護予防訪問リハビリテーション計画 

イ 都条例第 112 号 第 52 条の 14 第２項の規定を準用する提供したサービスの具体的な

内容等の記録 

ウ 都条例第 112 号 第 86 条第１項第 10 号の規定による身体的拘束等の態様及び時間、

その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録 

エ 都条例第 112 号 第 53 条の３の規定を準用する区市町村への通知に係る記録 

オ 都条例第 112 号 第 54 条の７第２項の規定 を準用する苦情の内容等の記録 

カ 都条例第 112 号 第 54 条の９第１項の規定を準用する事故の状況及び処置についての

記録 

 

１ 指定介護予防訪問リハビリテーションの基本取扱方針 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーションは、利用者の介護予防に資するよう、目標を設定し、

計画的に行っているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、提供する指定介護予防訪問リハビリテー

ションの質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 

 

都条例第112号第83条第１

項 

都条例第112号第83条第２

項 

 

条例施行要領第三の四の３

の(4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都条例第112号第85条第１

項 

都条例第112号第85条第２

項 
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（３）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者が可能な限り要介護状態とならず

に自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として指定介護予防訪問リ

ハビリテーションの提供に当たっているか。 

（４）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、利用者がその有する能力を最大限活用す

ることが可能となるような方法による指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に努めて

いるか。 

（５）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者は、指定介護予防訪問リハビリテーションの

提供に当たっては、利用者との意思の疎通を十分に図ることその他の方法により、利用者の主

体的な事業への参加を働きかけるよう努めているか。 

 

２ 指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的取扱方針 

指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的な取扱いは、都条例第112号第78条に規定する基

本方針及び第85条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによっているか。 

（１）主治の医師若しくは歯科医師からの情報の伝達又はサービス担当者会議若しくはリハビリ

テーション会議（介護予防訪問リハビリテーション計画又は介護予防通所リハビリテーション

計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、医師、理学療法士、作業療

法士、言語聴覚士、指定介護予防支援等基準省令第２条に規定する担当職員、介護予防サービ

ス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等（法第８条の２第16項に規定する指定介護

予防サービス等をいう。）の担当者その他の関係者（以下「構成員」という。）により構成され

る会議をいう。以下同じ。）を通じること等の方法により、利用者の病状、心身の状況、置か

れている環境等日常生活全般の状況を把握しているか。 

（２）医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、（１）に規定する日常生活全般の状況

及び利用者の希望を踏まえて、指定介護予防訪問リハビリテーションの目標、当該目標を達成

するための指定介護予防訪問リハビリテーションの具体的な内容、提供を行う期間等を記載し

都条例第112号第85条第３

項 

 

都条例第112号第85条第４

項 

 

都条例第112号第85条第５

項 

 

 

 

 

 

都条例第112号第86条第１

項第１号 

 

 

 

 

 

 

都条例第112号第86条第１

項第２号 
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

た介護予防訪問リハビリテーション計画を作成しているか。この場合において、既に介護予防

サービス計画が作成されているときは、当該介護予防サービス計画の内容に沿って作成してい

るか。 

（３）医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画の作成に当たっては、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の内容について利用者

又はその家族に対して説明し、当該利用者の同意を得ているか。 

（４）医師及び理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、リハビリテーションを受けていた医

療機関から退院した利用者に係る介護予防訪問リハビリテーション計画の作成に当たっては、

当該医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書等により、当該利用者に係るリハビリ

テーションの情報を把握すること。 

（５）医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画を作成した際には、当該介護予防訪問リハビリテーション計画を利用者に交付している

か。 

（６）指定介護予防訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業

者の指定を併せて受け、かつ、リハビリテーション会議の開催等を通じて、利用者の病状、心

身の状況、希望及びその置かれている環境に関する情報を構成員と共有し、介護予防訪問リハ

ビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションの目標及び当該目標を踏まえたリハビ

リテーション提供内容について整合性のとれた介護予防訪問リハビリテーション計画を作成

した場合については、 都条例第112号第125条第１項第２号から第５号までに規定する介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準を満たすことをもって、 都条例第112号第86条第

１項第２号から第５号に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。 

（７）医師の指示及び介護予防訪問リハビリテーション計画に基づき、利用者の心身機能の維持

回復を図り、日常生活の自立に資するよう、適切に指定介護予防訪問リハビリテーションの提

供を行っているか。 

 

 

 

都条例第112号第86条第１

項第３号 

 

都条例第112号第86条第１

項第４号 

 

 

都条例第112号第86条第１

項第５号 

 

都条例第112号第86条第１

項第６号 

 

 

 

 

 

 

都条例第112号第86条第１

項第７号 
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）利用者又はその家族に対し、リハビリテーションの観点から療養上必要とされる事項につ

いて、指導又は説明を行っているか。 

（９） 指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に当たっては、当該利用者又は他の利用者等

の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行っていない

か。 

（１０）前号の身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況

並びに緊急やむを得ない理由を記録しているか。 

（１１）介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもって指定介護予防訪問リハビリテーショ

ンの提供を行っているか。 

（１２）理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士は、利用者について、介護予防訪問リハビリテ

ーション計画に従った指定介護予防訪問リハビリテーションの実施状況及びその評価につい

て、速やかに診療記録を作成するとともに、医師に報告しているか。 

（１３）医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、介護予防訪問リハビリテーシ

ョン計画に基づく指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を開始した時から、当該介護予

防訪問リハビリテーション計画に記載した指定介護予防訪問リハビリテーションの提供を行

う期間が終了する時までに、少なくとも１回、当該介護予防訪問リハビリテーション計画の実

施状況の把握（以下「モニタリング」という。）を行っているか。 

（１４）医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果の記録を

行い、当該記録を当該指定介護予防訪問リハビリテーションの提供に係る介護予防サービス計

画を作成した介護予防支援事業者に報告しているか。 

（１５）医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士は、モニタリングの結果を踏まえ、

必要に応じて介護予防訪問リハビリテーション計画の変更を行っているか。 

（１６）（１）から（１４）までの規定は、（１５）に規定する介護予防訪問リハビリテーショ

ン計画の変更について準用しているか。 

都条例第112号第86条第１

項第８号 

都条例第112号第86条第１

項第９号 

 

都条例第112号第86条第１

項第10号 

都条例第112号第86条第１

項第11号 

都条例第112号第86条第１

項第12号 

 

都条例第112号第86条第１

項第13号 

 

 

 

都条例第112号第86条第１

項第14号 

 

都条例第112号第86条第１

項第15号 

都条例第112号第86条第２

項 



 18 

事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

第６ 変更の届出等 

 

 

 

 

 

 

 

 

第７ 介護給付費の算定

及び取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 変更の届出等 

（１）指定介護予防訪問看護事業者は、当該指定に係る事業所の名称及び所在地その他厚生省令第

36号第140条の22で定める事項に変更があったとき、又は休止した当該指定訪問看護事業を再開

したときは、厚生省令第36号で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け

出ているか。 

（２）指定介護予防訪問看護事業者は、当該介護予防指定訪問看護事業を廃止し、または休止しよ

うとするときは、厚生省令第36号で定めるところにより、その廃止または休止の日の一月前まで

に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 

 

１ 基本的事項 

（１）指定介護予防訪問リハビリテーション事業に要する費用の額は、平18厚告127の別表「指定介

護予防サービス介護給付費単位数表」により算定しているか。 

（２）指定介護予防訪問リハビリテーション事業に要する費用の額は、平27厚労告93に定める単位

数を乗じて算定しているか。 

（３）１単位の単価に単位数を乗じて得た額に１円未満の端数があるときは、その端数金額は切り

捨てて計算しているか。 

 

２ 介護予防訪問リハビリテーション費 

通院が困難な利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業

療法士又は言語聴覚士(以下「理学療法士等」という。)が、計画的な医学的管理を行っている当該

事業所の医師の指示に基づき、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合に算定している

か。 

なお、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

 

 

法第115条の５第１項  

厚生省令第36号第140条の

22第1項第4号  

厚生省令第36号第140条の

22第３項  

法第115条の５第２項  

厚生省令第36号第140条の

22第４項  

 

平18厚労告127の一  

 

平18厚労告127の二  

 

平18厚労告127の三  

 

 

 

平18厚労告127別表３イ注

１  

平27厚告94の78の２  
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

 

 

 

当該指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者であって、別

に厚生労働大臣が定める基準（平27厚労告94の78の２）に適合するものに対して指定介護予防訪問

リハビリテーションを行った場合は、平18厚告127の別表「指定介護予防サービス介護給付費単位数

表の介護予防訪問リハビリテーション費のイの注12」の規定にかかわらず、所定単位数を算定して

いるか。 

 

３ 高齢者虐待防止措置未実施減算 

厚生労働省令第35号第53条の10の２に規定する以下の措置を講じていない場合に、利用者全員に

ついて所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定単位数から減算する。 

（１）虐待の防止に係る対策を検討するための委員会を定期的に開催するとともに、その結果に

ついて、看護師等に十分周知しているか。 

（２）虐待防止のための指針を整備しているか。 

（３）看護師等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施しているか。 

（４）アからウに掲げる措置を適正に実施するための担当者を置いているか。 

 

４ 業務継続計画未策定減算 

厚生労働省令第35号第53条の２の２第１項に規定する以下の措置を講じていない場合に、その翌

月（基準を満たさない事実が生じた日が月の初日である場合は当該月）から基準を満たない状況が

解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数の100分の１に相当する単位数を所定

単位数から減算しているか。 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定訪問看護の提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」と

いう。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 

（２）当該業務継続計画に従い必要な措置を講じているか。 

 

 

 

 

 

 

 

平18厚告127別表３イ注２  

平27厚労告95の105の2  

平18老計発第0317001号第

２の４（４）（準用第２の

２（２））  

 

 

 

 

平18厚告127別表３イ注３  

平27厚労告95の105の3  

平18老計発第0317001号第

２の４（４）（準用第２の

２（３）） 
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

 

５ 事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物等に居住する利用者に対する取扱い 

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所の所在する建物と同一 の敷地内若しくは隣接する 

敷地内の建物若しくは指定介護予防訪問リハビリテーション事業所と同一建物（以下、「同一敷地

内建物等」という。） に居住する利用者（指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における

１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又は

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に20 人以

上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）に居住する利用者 に対して、指定介護予防訪問リ

ハビリテーションを行った場合は、１回につき所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、

指定介護予防訪問リハビリテーション事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に

50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った

場合は、１回につき所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定しているか。 

 

６ 特別地域訪問リハビリテーション加算 

別に厚生労働大臣が定める地域（平24厚労告120）に所在する指定介護予防訪問リハビリテーシ

ョン事業所（その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除

く。）又はその一部として使用される事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護

予防訪問リハビリテーションを行った場合は、特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算とし

て、１回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 

 

７ 中山間地域等における小規模事業所の評価 

別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労働大臣が定める施設基準（１月当た

り延訪問回数が30回以下）に適合する介護予防訪問リハビリテーション事業所（その一部として使

用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。）又はその一部として使用さ

 

 

平18厚労告127別表３イ注

４  

平18老計発第0317001号第

２の４（２）（準用第２の２

（６））  

 

 

 

 

 

 

 

平18厚労告127別表３イ注

５  

平18老計発第0317001号第

２の４（６）  

 

 

 

平18厚告127別表４イ注６  

平27厚労告96の71  

平21厚労告83の１  
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

れる事務所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が介護予防訪問リハビリテーションを行った

場合は1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 

 

８ 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 

（１）介護予防訪問リハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、別

に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域（厚生労

働省令第35号第82条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。）を越えて指定介護予防

訪問リハビリを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位

数に加算する。 

（２）当該加算を算定する利用者から、都条例第112号112号第82条第３項に規定する交通費の支

払を受けていないか。 

 

９ 短期集中リハビリテーション実施加算 

利用者に対して、当該利用者がリハビリテーションを必要とする状態の原因となった疾患等の治

療等のために入院又は入所した病院若しくは診療所又は介護保険施設から退院又は退所した日又

は法第19条第２項に規定する要支援認定（以下「要支援認定」という。）の効力が生じた日（当該

利用者が新たに要支援認定を受けた者である場合に限る。）から起算して３月以内の期間に集中的

に指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算と

して、１日につき200単位を所定単位数に加算しているか。 

 

１０口腔連携強化加算 

厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして、都道府県知事に対し、届け出ている介護

予防訪問 リハビリテーション事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、

利用者の同意を得て 、歯科医療機関及び介護支援専門員に対し、当該評価の結果の情報提供を行

平18老計発第0317001号第

２の４（７）（準用第二の２

（７）） 

 

平18厚告127別表４イ注７  

平21厚労告83の２  

平18老計発第0317001号第

２の４（８）（準用第二の

２（８））  

 

 

 

 

平18厚労告127別表３イ注

８  

平18老計発第0317001号第

２の４（９）  

 

 

 

 

平18厚労告127別表３イ注

９  

平27厚労告第95の105の４  
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り50単位を加算しているか。 

 

１１頻回のリハビリテーションを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合の取扱い 

指定介護予防訪問リハビリテーションを利用しようとする者の主治の医師（介護老人保健施設及

び介護医療院の医師を除く。）が、当該者が急性増悪等により一時的に頻回の訪問リハビリテーシ

ョンを行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、介護予

防訪問リハビリテーション費を算定していないか。 

 

１２サービス種類相互の算定関係 

（１）利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施

設入居者生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、介護予防訪問リ

ハビリテーション費を算定していないか。 

（２）介護予防短期入所療養介護のサービス終了日及び医療機関を退院した日に、介護予防訪問

リハビリテーション費を算定していないか。 

 

１３事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算 

別に厚生労働大臣が定める基準(平27厚労告95の106の３)に適合している指定介護予防訪問リ

ハビリテーション事業所の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該指定介護予防訪問リ

ハビリテーション事業所の医師が診療を行っていない利用者に対して、指定介護予防訪問リハビ

リテーションを行った場合は、１回につき50単位を所定単位数から減算しているか。 

ただし、医療機関に入院し、リハビリテーションの提供を受けた利用者であって、当該医療機 

関から、当該利用者に関する情報の提供が行われている者においては、退院後１ヶ月以内に提供 

される訪問リハビリテーションに限り、減算を適用しない。 

 

平18老計発第0317001号第

２の４（10）  

 

平18厚労告127別表３イ注

10  

平18老計発第0317001号第

２の４（11）  

 

 

平18厚労告127別表３イ注

11  

平18老計発第0317001号第

２の１(2)  

平18老計発第0317001号第

２の１(3)  

 

平18厚労告127別表３イ注

12  

平27厚労告第95の106の3  

平18老計発第0317001号第

２の４（12）  
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

１４利用開始月から12月を超えてリハビリテーションを行う場合の減算 

利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める要件（平27厚労告94の78の３）を満たさない場合

であって、指定介護予防訪問リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から起算して12

月を超えて指定介護予防訪問リハビリテーションを行うときは、１回につき30単位を所定単位数

から減算しているか。 

 

１５退院時共同指導加算 

病院又は診療所に入院中の者が退院するに当たり、指定訪問介護予防リハビリテーション事業所

の医師又は理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士が、退院前カンファレンスに参加し、退院

時共同指導を行った後に、当該者に対する初回の指定介護予防リハビリテーションを行った場合

に、当該退院につき１回に限り、所定単位数を加算しているか。 

 

１６サービス提供体制強化加算 

別に厚生労働大臣が定める基準（平27厚労告95の106）に適合しているものとして都道府県知事

に届け出た指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定介護予防訪問リハ

ビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、１回につき次に掲げる所定単位数

のいずれかを加算しているか。 

（１） サービス提供体制強化加算（Ⅰ)  ６単位 

（２） サービス提供体制強化加算（Ⅱ） ３単位 

 

１７ 介護職員等処遇改善加算 

別に厚生労働大臣が定める基準（平27厚労告95の106の３の２）に適合する介護職員等の賃金の

改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、

老健局長が定める様式による届出を行った指定介護予防訪問リハビリテーション事業所が、利用者

 

平18厚労告127別表３のイ

注13  

平27厚労告第95の78の3  

平18老計発第0317001号第

２の４（13）  

 

平18厚労告127別表３ロ注  

平18老計発第0317001号第

２の４（14）  

 

 

 

平18厚労告127別表３ハ注  

平27厚労告第95の106  

平18老計発第0317001号第

２の４（15）（準用第二の２

（11）⑥及び⑦）  

 

 

 

平18厚労告127別表３ニ注  

平27厚労告第95の106の３

の２  
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事  項 基本的な考え方及び観点 根拠法令等 

に対し、指定介護予防訪問リハビリテーションを行った場合は、２及び１５から１６までにより算

定した単位数の1000分の15に相当する単位数を所定単位数に加算しているか。 

 

平18老計発第0317001号第

２の４（16）（準用第二の２

（12））  

 

 



<参考>

法 ⇒ 介護保険法（平成９年12月17日法律第123号）

厚生省令第36号 ⇒ 介護保険法施行規則（平成11年3月31日厚生省令第36号）

厚生省令第37号 ⇒ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年３月31日厚生省令第37号)

厚生労働省令第35号 ⇒
指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の
方法に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省令第35号）

厚生労働省令第37号 ⇒
指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準(平成18年3月14日厚生労働省令第37号)

都条例第42号 ⇒ 東京都介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成24年3月30日東京都条例第42号）

都条例第51号 ⇒ 東京都介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営の基準に関する条例（平成30年3月30日東京都条例第51号）

都条例第111号 ⇒ 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日東京都条例第111号）

都条例第112号 ⇒
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法の基準に関する条例(平成24年10月11日東京都条例第112号）

都規則第141号 ⇒ 東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年10月11日東京都規則第141号）

都規則第142号 ⇒
東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な
支援の方法の基準に関する条例施行規則(平成24年10月11日東京都規則第142号）

条例施行要領 ⇒
東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例及び東京都指定介護予防サービス等の事業の人
員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例施行要領
（平成25年3月29日24福保高介第1882号）

平12厚告19 ⇒ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年2月10日厚生省告示第19号）

平12老企第36号 ⇒
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）
及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成１２年３月１日老企第
３６号）

平12老企第54号 ⇒ 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成12年３月30日老企第54号）

平12老企第55号 ⇒ 訪問看護計画書及び訪問看護報告書等の取扱いについて（平成 12年３月３日老企第55号）

平13老振発第18号 ⇒ 介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年3月28日老振発第18号）

平18厚労告１27 ⇒ 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年3月14日厚生労働省告示第127号）

平21厚労告83 ⇒ 厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域（平成21年3月13日厚生労働省告示第83号）

平24厚労告１20 ⇒ （平成24年３月13日厚生労働省告示第120号）

平27厚労告93 ⇒ 厚生労働大臣が定める一単位の単価（平成27年3月23日厚生労働省告示第93号）

平27厚労告94 ⇒ 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等（平成27年3月23日厚生労働省告示第94号）

平27厚労告95 ⇒ 厚生労働大臣が定める基準（平成27年3月23日厚生労働省告示第95号）

平27厚労告96 ⇒ 厚生労働大臣が定める施設基準（平成27年3月23日厚生労働省告示第96号）

平18老計発第0317001号 ⇒
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成18年３月17日老計発
第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号）

労働者派遣法 ⇒ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60年7月5日法律第88号）

建築物の耐震改修の促進
に関する法律

⇒ 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成７年10月27日法律第123号)

建築物の耐震改修の促進
に関する法律施行令

⇒ 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成７年12月22日政令第429号)

消防法施行規則 ⇒ 消防法施行規則（昭和36年4月1日自治省令第6号）

   （注）本文中の表記については、以下のとおり略しています。


